
 横浜市立図書館条例  

横浜市  

和39年3 31  

49  

 和61年3 ら を した。 

市図書館 を に する。 

市立図書館  

（設 ） 

 図書館 （ 和 25 年 118 。 下 と 。） 10

の 定に 、 市立図書館 （ 下 図書館 と 。） を次

のよ に設 する。 

 位  

市中央図書館 市  

市 図書館 市  

市 図書館 市  

市中図書館 市中  

市 図書館 市  

市 図書館 市  

市 図書館 市  

市 図書館 市  

市 図書館 市  

市 図書館 市  

市 図書館 市  

市 図書館 市  

市山内図書館 市  

市都筑図書館 市都筑  

市戸塚図書館 市戸塚  

市 図書館 市  

市 図書館 市  

市 図書館 市  

（ 61 14・ 61 68・ 62 49・ 62 65・ 63

43・ 63 66・平元 10・平元 56・平4 56・平5

88・平6 66・平7 13・平11 54・平21 10・ ）  

(利用の ) 

2  委 ( 4 1 に 定する指定管理者に管理を る

図書館に は、 指定管理者)は、図書館の利用者 次の

に すると めると は、 館を 、 は 館を る と

る。 

(1) の利用者に し を け、 は けるお ると 。 

(2) の 図書館の管理 支障 ると 。

(平21 10・ ) 

 ( 料) 

3  図書館資料( 3 1 に 定する図書館資料を 。 下

。)及び 等により ター の の 度情報

ー を 閲覧の提供を けた情報の を しよ とする

者は、 1 につ 100円の 内にお 委 定める

額の 料を しなけ ならな 。 

2 料は、 とする。た し、 委 の事情 ると

める 合は、 の り な 。 

3 委 は、 と める 合は 料を する と る。 

4 の 料は、 しな 。た し、 委 の事情

ると める 合は、 料の または を する と る。 

(平25 91・ ) 

(指定管理者の指定等) 

4  1に る図書館の管理に する次に る業務は、地

( 和22年 67 ) 244 の2 3 の 定により、指定管

理者( に 定する指定管理者を 。 下 。)に るもの

とする。 

(1) 3 ( 5 を 。)に 定する事 に する と。 

(2) 図書館の施設及び設 の 管理に する と。

(3) の 委 定める業務

2 委 は、指定管理者を指定しよ とすると は、 の事情

ると める 合を 、 するものとする。 

3 指定管理者の指定を けよ とするものは、事業計 書 の 委

定める書 を 委 に提出しなけ ならな 。 

4 委 は、 の 定により提出 た書 を 査し、 つ、実

等を し 、図書館の設 の 的を も効 的に 成する と

ると めたものを指定管理者とし 指定する。 

5 委 は、 2 の 定により し、 は指定管理者の 補者

を 定しよ とすると は、 の事情 ると める 合を 、

2の に る 事務の に 、 の

に る指定管理者 定 委 ( 9 1 に 定する指定管理

者 定 委 を 。 下 定 委 と 。)の を

なけ ならな 。 

(平21 10・ 、平23 48・ ) 

(指定管理者の指定等の ) 

5  委 は、指定管理者の指定をしたと 、及び の指定を取

り したと は、 な 、 の を しなけ ならな 。 

(平21 10・ ) 

(管理の業務の ) 

6  指定管理者は、 委 の事情 ると める 合を

、 の指定の にお 、 4 1 に る図書館の管理

に する業務につ 、 2の に る 事務の に

、 の に る 定 委 の を けなけ

ならな 。 

(平23 48・ ) 

( 的 用) 

7  図書館の を用 または 的 に 用しよ とする者は、

委 の を けなけ ならな 。 

2 委 は、 の に と める 内にお を け

る と る。 

3 次の の に する 合にお は、 委 は 1 の

を取り し、 の を し、または 用を する と る。 

(1) の または の に 委 の 定に

したと 。

(2) の に の に したと 。

(3) の に な事情 たと 。

(平6 88・ 、平21 10・ 4 下、平23

48・ 6 下) 

( ) 

8  図書館の利用者 は により図書館資料を し、 し

は し、 は施設 し は設 を し、 し は したと

は、 の 害を しなけ ならな 。 

(平21 10・ 、平21 10・ 5 下・

、平23 48・ 7 下、平25 91・ ) 

(指定管理者 定 委 ) 

9  2の に る 事務を ため、 の

に る指定管理者 定 委 を 。 

2 定 委 は、 委 する委 10 内をも

する。 

3 に定めるものの 、 定 委 の 及び運営に し

な事 は、 委 定める。 

(平23 48・ ) 

2



(委 ) 

10  の に定めるものの 、図書館の管理及び運営に する

事 の の の施 につ な事 は、 委

定める。 

(平21 10・ 6 下、平23 48・ 8 下) 

 

  

(施 ) 

1 の は、 和39年4 1 ら施 する。 

( 市図書館設 の ) 

2 市図書館設 ( 和25年10 市 39 )は、 する。 

 ( 和43年11 52 ) 

の は、 の ら施 する。 

 ( 和49年8 62 ) 

の は、 委 定める ら施 する。 

( 和49年10 委 9 により 年 5 ら施 ) 

 ( 和52年1 13 ) 

の は、 委 定める ら施 する。 

( 和52年4 委 3 により 年 12 ら施 ) 

 ( 和53年6 29 ) 

の は、 委 定める ら施 する。 

( 和53年10 委 11 により 年11 1 ら施 ) 

 ( 和54年12 66 ) 

の は、 和55年1 10 ら施 する。 

 ( 和55年3 6 ) 

の は、 委 定める ら施 する。 

( 和55年5 委 4 により 和55年5 15 ら施

) 

 ( 和55年6 35 ) 

の は、 委 定める ら施 する。 

( 和55年7 委 9 により 年8 27 ら施 ) 

 ( 和55年7 49 ) 

の は、 和55年7 28 ら施 する。 

 ( 和57年3 10 ) 

の は、 委 定める ら施 する。 

( 和57年4 委 5 により 年5 7 ら施 ) 

 ( 和59年12 73 ) 

の は、 和60年1 17 ら施 する。 

 ( 和61年3 14 ) 

の は、 和61年5 14 ら施 する。 

 ( 和61年12 68 ) 

の は、 和62年1 21 ら施 する。 

 ( 和62年9 49 ) 

の は、 和62年10 21 ら施 する。 

 ( 和62年12 65 ) 

の は、 和63年1 26 ら施 する。 

 ( 和63年7 43 ) 

の は、 和63年7 25 ら施 する。 

 ( 和63年12 66 ) 

の 中、 1 の 市 図書館の に る 定は 和64

年2 22 ら、 市 図書館の に る 定は 和64年3 14

ら施 する。 

 (平成元年2 10 ) 

の は、 委 定める ら施 する。 

(平成元年3 委 10 により 年5 21 ら施 ) 

 (平成元年12 56 ) 

の は、平成2年3 1 ら施 する。 

 (平成4年9 56 ) 

の は、平成4年12 2 ら施 する。 

 (平成5年12 88 )  

(施 ) 

1 の は、 委 定める ら施 する。 

(平成6年2 委 4 により 年 22 ら施 ) 

 (平成6年9 66 )  

の は、平成6年11 6 ら施 する。 

 (平成7年2 13 ) 

の は、 委 定める ら施 する。 

(平成7年3 委 4 により 年4 25 ら施 。た

し、 市 図書館に る 定は、 年5 9 ら施 ) 

 (平成11年9 54 ) 

の は、 の ら施 する。 

 (平成21年3 10 ) 

の は、 委 定める ら施 する。 

(平成21年3 委 6 により平成22年4 1 ら施

する。た し、 5 の 定( 害額 を 害 に

める に る。)は、平成21年4 1 ら施 ) 

 (平成23年12 48 ) 

(施 ) 

1 の は、平成24年4 1 ら施 する。 

( ) 

2 の の施 の に の による の の の

定に の施設の管理に する業務を る指定管理者

、 の指定の にお の の施 の ま に の に

よる の の の 定による 業務につ の

に する を け る 合に は、 にお は

業務につ の に る らの 定は 用しな 。 

 (平成25年12 91 ) 

の は、平成26年4 1 ら施 する。 

1( 4 1 ) 

(平21 10・ 、平23 48・ ・ ) 

市山内図書館 

2( 4 5 、 6 、 9 1 ) 

(平23 48・ ) 

 

 

市立図書館  

平成6年1 5  

委 1  

市立図書館 を に する。 

市立図書館  

市立図書館 ( 和41年4 市 委 2 )の

を する。 

次 

1  ( 1 4 の3) 

2  館内利用( 5 8 ) 

3  館 利用 

1  貸出し( 9 13 の2) 

2  貸出し( 14 20 ) 

3  移動図書館貸出し( 21 ) 

4  貸 ( 22 ) 

 事務 

市山内図書館

指定管理者 定

委  

市山内図書館の指定管理者の 補者の

定、指定管理者による 図書館の管理の業務に

る 等につ の調査 に する事務 



5  図書等の 及び 託( 23 29 ) 

6  料( 30 33 ) 

7   

8  等( 35 41 ) 

9  ( 42 ・ 43 ) 

 

1   

 

( ) 

1  市立図書館 ( 和39年3 市 49 。 下

と 。)の施 びに に定めるものの 、 市立図書館(

下 図書館 と 。)の管理及び運営につ な事 は、 の

の定めると による。 

(平26 委 4・ ) 

 

(事業) 

2  図書館は、次の に る事業を 。 

(1) 図書館資料( 3 1 に 定する図書館資料を 。 下

。)を収集整 し、市民の利用に供する と。 

(2) 資料及び地 資料を収集し、利用に供する と。 

(3) 図書館資料の に努め、読書、調査研究等の に る

と。 

(4) 図書館資料の館 貸出しをする と。 

(5) の図書館と し、図書館資料の 貸 を 、利用の

を図る と。 

(6) ター の の 度情報 ー を

に利用 と 、 は閲覧の提供を けた情報を し、及び

提供する と。 

(7) 読書 、研究 、 、 、 、 等を し、

及び の を と。 

(8) に定めるものの 、図書館の 的を 成するために

な業務 

(平26 委 4・ ) 

 

( 館 ) 

3  図書館の 館 は、 市中央図書館( 下 中央図書館 と

。)及び 市山内図書館に は 9 30 ら 8 30

ま とし、 ら の図書館に は 9 30 ら 7

ま とする。 

2 の 定に ら 、 、 、 及び 民の に

する ( 和23年 178 )に 定する に は、 9

30 ら 5 ま とする。 

3 は、 2 の 定に ら 、 に ると める 合

は、 館 を する と る。 

(平6 委 5・平6 委 13・平12 委 11・平13 委

14・平22 委 14・平26 委 4・ ) 

 

( 館 ) 

4  図書館の 館 は、次のとおりとする。 

(1) 12 29 ら 年1 3 ま  

(2) 図書 整理  

2 2 の は、1年につ 3 を な にお

定める。 

3 は、 2 の 定に ら 、 に ると めると

は、 に 館 を設ける と る。 

(平12 委 11・平13 委 14・平26 委 4・

) 

 

(指定管理者の ) 

4 の2 は、 4 2 の 定により指定管理者を す

る 合は、 ら め、指定管理者の指定の を定め、 つ、

を にし お ものとする。 

(平21 委 10・ ) 

 

(指定 書の提出等) 

4 の3 指定管理者の指定を けよ とするものは、指定 書( 1

)を に提出しなけ ならな 。 

2 の 書には、 4 3 に 定する事業計 書及び次に

る書 を しなけ ならな 。 

(1) 定 、 、 の らに する書  

(2) に は、 の 事 書 

(3) の 書を提出する の する事業年度の収支予算書及び

事業計 書 びに 事業年度の収支計算書及び事業報 書 

(4) 図書館の管理に する業務の収支予算書 

(5) の と める書  

(平21 委 10・ ) 

2  館内利用 

 

(利用の ) 

5  館内における図書館資料の利用は、 とする。た し、

に指定した図書館資料の利用につ は、 に定める。 

 

(図書館資料等の ) 

6  図書館資料及び 等により ター の の 度情報

ー を 閲覧の提供を けた情報( 下 図書館資

料等 と 。)の を しよ とする者は、 に定める

と により し出なけ ならな 。 

(平26 委 4・ ) 

 

(利用の ) 

7  図書館資料等の館内 の利用は、 指定する も

のとする。 

(平26 委 4・ ) 

 

( 館) 

8  ( 4 1 に 定する指定管理者に管理を る

図書館に は、 指定管理者)は、 及び の の 定に

した者 は らの 定に の指 に な 者に対

し は、 館を る と る。 

(平12 委 11・平22 委 14・ ) 

3  館 利用 

1  貸出し 

 

( ) 

9  図書館資料の館 貸出しを けよ とする者は、図書館 ー

( 2 )の を けなけ ならな 。 

2 図書館 ー の を ける と る者は、次のとおりとする。 

(1) 市内に し、 は 務し、 し は 学する者 

(2) 市との した図書館の 利用に する 定に 図

書館資料の館 貸出しを ける と ると る者 

  （平29 委 1・ ） 

3 図書館 ー の を けよ とする者は、 に定めると

により をした 、 る と及び 地等を する書

を提 し、 しなけ ならな 。 

4 の 定に を た者( 下 者 と 。)は、次

の の に すると は、 や に に け出なけ



ならな 。 

(1) 内 に たと 。 

(2) 図書館 ー を は したと 。 

5 者 の を 、 は図書館 ー を に 貸する等

な をしたと は、 は、 に定めると により、 定の

貸出しを し、 は の を取り す と る。 

6 図書館 ー の 効 は、 した ら5年 とする。 

(平12 委 11・平16 委 13・平21 委 10・平24

委 19・ ) 

 

( 貸出しの 等) 

10  者 図書館資料の貸出しを けよ とすると は、図書館

ー を提出しなけ ならな 。 

 

(貸出取 ) 

11  図書館資料の貸出取 は、 館 ら 館 ま の 、

に定める。 

(平12 委 11・ ) 

 

(貸出しの 及び貸出しの ) 

12  次の の に する図書館資料は、 に と

めると を 貸出しをしな 。 

(1) 図書、 書、 、 資料、地図、図 、  

(2) 、 報、 計及び年  

(3) の 館 貸出しを と めるもの 

2 者1 に対し に貸し出す との る図書館資料は、す

の図書館及び移動図書館を合 6 ま とする。 

3 図書館資料の貸出 は、貸出 の ら2 とする。 

4 の 定に ら 、 の貸出 中に 者 ら 出

たと は、 は、 に定めると により、2 を 度に貸出

を する と る。 

(平24 委 19・平26 委 4・ ) 

 

(貸出 等) 

13  貸出しを けた者 、貸出 なお、図書館資料を

しな と 、 は図書館資料の管理に 都合 ると めら る

と は、 は、 に定めると により 定の 貸出しを

し、 は を取り す と る。 

(平12 委 11・ ) 

 

(図書館資料の ) 

13 の2 8 の 定により図書館資料の を 者は、

のもの し は 次 指定する は の をも し

なけ ならな 。 

(平21 委 10・ 、平24 委 3・ ) 

2  貸出し 

 

(貸出しの ) 

14  貸出しを ける との る者は、地域 、 、

の の と めるものとする。 

 

( 貸出しの利用 ) 

15  貸出しを けよ とする者は、 貸出 書を提出し、

しなけ ならな 。 

2 9 4 及び 6 びに 13 の2の 定は、 貸出しの 合に

用する。 

3 貸出しをする図書館資料の 、貸出 、貸出 等の利用 は、

に定める。 

(平12 委 11・平21 委 10・平24 委 19・

) 

 

16 及び 17   

(平12 委 11) 

 

(図書館資料の管理) 

18  者は、貸出しを けた図書館資料の管理につ の

を ものとする。 

 

(貸出し 等) 

19  貸出しを けた者 貸出 なお、図書館資料を

しな と は図書館資料の管理に 都合 ると めら ると

は、 定の 貸出しを し、 は 貸出しの を取り す

と る。 

 

20   

(平12 委 11) 

3  移動図書館貸出し 

 

(移動図書館貸出しの取 ) 

21  移動図書館貸出しの取 につ は、 1 の 定を 用する。 

(平26 委 4・ ) 

4  貸  

 

( 貸 の 等) 

22  図書館資料の 貸 に する 及び費用の につ は、

に定める。 

5  図書等の 及び 託 

 

( ) 

23  次 は、図書 の の資料( 下 図書等 と 。)の

を けた 合、 を けた図書等に 者の 及び 年

を し 、 の を する と る。 

(平27 委 8・ ) 

 

( に る費用) 

24  図書等の に る費用は、 者の とする。た し、

次 に定める 合は、 の り な 。 

(平27 委 8・ ) 

 

( 託) 

25  次 は、図書等の 託を けた 合、 託者に対し 、

託 書を するものとする。 

(平27 委 8・ ) 

 

( 託図書等の取 ) 

26  託を けた図書等は、 託につ の る 合の

、図書館資料の取 に る。 

 

( ) 

27  託を けた図書等は、 託者の により を するも

のとする。 

 

( 託に る費用) 

28  図書等の 託に る費用は、 託者の とする。 

 

( ) 



29  託を けた図書等の に対し は、 の を な もの

とする。 

6  料 

 

( 料) 

30  3 1 に 定する 料の額は、 に定めるとおり

とする。 

(平16 委 13・平26 委 4・ ) 

 

( 料の ) 

31  3 2 た し書の 定により 料を る 合

は、次のとおりとする。 

(1) を しな と 料の額 算定し た と 。 

(2) 事業 等 事務 の都合により な と 。 

(3) の の事情 ると めると 。 

 

( 料の ) 

32  3 3 の 定により 料を る 合は、次の

とおりとする。 

(1) 、 の地 の の は 的 にお

、 用 は 用に供するため を したと 。 

(2) の と めると 。 

2 料の を けよ とする者は、 料 書を に提

出し、 の を けなけ ならな 。 

 

( 料の ) 

33  3 4 た し書の 定により 料の は を

る 合は、次のとおりとする。 

(1) 図書館の都合により な な たと 。 

(2) 図書館にお に する に の取 し たと 。 

(3) の の事情 ると めると 。 

2 の 定により 料の を 合にお 、 の 額は

の都度 定める。 

7   

(平6 委 5) 

 

34   

(平6 委 5) 

8  等 

 

(中央図書館の ) 

35  中央図書館に次の課及び を 。 

運営課 

務  

調整  

調査資料課 

サービス課 

(平6 委 5・平6 委 12・平12 委 11・平21 委

10・平22 委 14・ ) 

 

(中央図書館の事務 ) 

36  課及び の事務 は、次のとおりとする。 

運営課 

務  

(1) 図書館の運営管理に する と。 

(2) 図書館の広 に する と。 

(3) 図書館の 計に する と。 

(4) 図書館と との 調整に する と。 

(5) 中央図書館の施設管理に する と。 

(6) 館内 の課、 の 管に しな と。 

調整  

(1) 図書館事業の 立 及び 合調整に する と。 

(2) 図書館の ・計 に する と。 

(3) 図書館情報システムに る 、運用及び 管理に する

と。 

(4) 図書館の広報に する と。 

調査資料課 

(1) 中央図書館にお 管する図書館資料の 定・収集に する

と。 

(2) 図書館資料の 定・収集に る 合調整に する と。 

(3) 図書館資料の 、整理、 出、 管及び に する と。 

(4) 図書館資料の書誌データの整 に する と。 

(5) 図書等の 及び 託に する と。 

(6) 中央図書館における図書館資料の利用 ・情報提供に する

と。 

(7) 利用 ・情報提供に る 合調整に する と。 

サービス課 

(1) 図書館の利用者サービス支援及び調整に する と。 

(2) 中央図書館における図書館資料の貸出し・利用に する と。 

(3) 中央図書館の 貸出しに する と。 

(4) 移動図書館事業に する と。 

(5) 図書館資料の 貸 に する と。 

(平22 委 14・ 、平26 委 4・ ) 

 

( ) 

37  図書館に館 びに と める 的 及び事務

を 。 

2 課に課 、 に を 。 

3 図書館に 、 課 、課 補 及び を と

る。 

4 、課 、 課 、課 補 、 及び は、事務

をも 充 る。 

(平6 委 17・平19 委 6・ ) 

 

(館 等の 務) 

38  市中央図書館 ( 下 中央図書館 と 。)は、

の を け、図書館の事務を 理し、 を指 する。 

2 中央図書館の 、課 、 課 、課 補 、 及び

は、 司の を け、 を指 する。 

3 中央図書館 の図書館の館 は、中央図書館 の を け、

館務を 理し、 を指 する。 

(平6 委 5・平6 委 13・平12 委 11・平19 委

6・平22 委 14・平26 委 4・ ) 

 

( 理) 

39  中央図書館 、 、課 、 課 、課 補 、 及

び に事 ると 、 は らの者 けたと は、 管

の 者 の 務を 理する。 

2 館 に事 ると 、 は 館 けたと は、 の

指定する の 務を 理する。 

(平6 委 5・平12 委 11・平19 委 6・平26 委

4・ ) 

(事業計 の提出) 

40  中央図書館 は、 年度 めに図書館の事業計 を に提

出しなけ ならな 。 

(平6 委 5・平12 委 11・ ) 



(事業成 の報 ) 

41  中央図書館 は、図書館利用の 等成 につ に報

しなけ ならな 。 

(平6 委 5・平12 委 11・ ) 

9   

 

( 用 ) 

42  指定管理者に管理を る図書館につ は、 37 ら

39 ま の 定は、 用しな 。 

(平22 委 14・ ) 

 

(委 ) 

43  の に定めるものの 、 の の施 に し な事

は、 定める。 

(平22 委 14・ 42 下) 

 

  

(施 ) 

1 の は、 の ら施 する。 

( ) 

2 の の施 に た の 市立図書館 の 定によ

る 等は、 の 市立図書館 の 定により たものと

なす。 

 

 (平成6年2 委 5 ) 

の は、平成6年2 22 ら施 する。 

 

 (平成6年4 委 12 ) 

の は、 の ら施 する。 

 

 (平成6年4 委 13 ) 

の は、平成6年4 26 ら施 する。 

 

 (平成6年7 委 17 ) 

の は、 の ら施 する。 

 

 (平成12年3 委 11 ) 

(施 ) 

1 の は、平成12年4 1 ら施 する。 

( ) 

2 の の施 の に の による の 市立図書館

の 定により資料課 に補 ら 、 は資料課に 務を ら

る者は、 段の 令 ら な り、 の の施 の にお

、 の による の 市立図書館 の 定に

よる調査資料課 に補 ら 、 は調査資料課に 務を ら たも

のとする。 

 

 (平成13年10 委 14 ) 

の は、平成13年12 1 ら施 する。 

 

 (平成16年10 委 13 ) 

(施 ) 

1 の は、平成17年1 1 ら施 する。た し、 30 の 定は、

年4 1 ら施 する。 

( ) 

2 の による の 市立図書館 30 の 定は、施

に した者につ 用し、施 の ま に した者に

つ は、なお の による。 

3 の の施 の に の による の 市立図書館

の 定により 成 る 書 は、なお の 、 修

の 用する と る。 

 

 (平成19年3 委 6 ) 

の は、平成19年4 1 ら施 する。 

 

 (平成20年3 委 6 ) 

(施 ) 

1 の は、平成20年4 1 ら施 する。 

( ) 

2 の の施 の に決 理の に る事 につ は、なお

の による。 

 

 (平成21年4 委 10 ) 

(施 ) 

1 の は、 の ら施 する。た し、 35 の 定及び

36 の 定は、平成21年4 1 ら、 次の 定( 4

を 4 の3 に める に る。) びに 1 中 4 の次に2

を る 定 びに 2 の 定( 2 を 3

とする に る。)、 1 の 定( 1 を 2

とする に る。)及び 1 とし 1 を る 定

は、平成22年4 1 ら施 する。 

( ) 

2 の の施 の に の による の 市立図書館

の 定により 成 る 書 は、なお の 、 修

の 用する と る。 

3 の の施 の に決 理の に る事 の 理につ

は、なお の による。 

4 3 1 中 13 の次に1 を る 定の 7

と るのは、平成22年3 31 ま は 5 と読 るもの

とする。 

(平21 委 14・ ) 

 

 (平成21年6 委 14 ) 

の は、 の ら施 し、 の による の 市立

図書館 の を する の 定は、平成21年4 1 ら 用す

る。 

 

 (平成22年3 委 14 ) 

(施 ) 

1 の は、平成22年4 1 ら施 する。 

( ) 

2 の の施 の に決 理の に る事 の 理につ

は、なお の による。 

 

 (平成24年2 委 3 ) 

の は、平成24年4 1 ら施 する。 

 

 (平成24年11 委 19 ) 

(施 ) 

1 の は、平成25年1 11 ら施 する。 

( ) 

2 の の施 の 、 の による の 市立図書館 の

定によりな た の の は、 の 市立図書館

の 定によりな た の の と なす。 

 

 (平成26年3 委 4 ) 



の は、平成26年4 1 ら施 する。 

 (平成27年3 委 8 ) 

の は、平成27年4 1 ら施 する。 

 （平成29年1 委 1 ） 

  の は、平成29年2 1 ら施 する。 

     (令和元年6 委 4 ) 

の は、令和元年7 1 ら施 する。 

 

( 30 ) 

 (平26 委 4・ 、令元 委 4・ ) 

  

 

 

横浜市 資料  

平成21年3 25  

委 7  

 

市立図書館資料管理 を に する。 

市立図書館資料管理  

 

( 的)  

 の は、 市 ( 和31年 市 33 )

52 に 、図書館資料の出 及び 管につ 定め、

図書館資料の な管理を図る とを 的とする。 

(図書館資料の )  

 の にお 図書館資料とは、図書館 （ 和25年

118 ） に 定する図書館資料を 。 

（平26 委 ・ ） 

(図書館資料の出 及び管理 )  

 図書館資料の出 、 管 の に る は、 によら

市立図書館情報システム( 下 図書館システム と 。)によ

管理する デ ス ( 市 委 情報 テ 管理

(平成17年 市 委 ) に 定する

を 。)により調 する と る。 

(図書館資料の出 及び管理)  

 出 は、 及び により け た図書館資料を、

に図書館システムに しなけ ならな 。 

  中央図書館 運営課、調査資料課及びサービス課 びに中央図書

館及び地 （ 和 22 年 67 ） 244 の に

定する指定管理者に管理を る図書館 の図書館（ 下 中央

図書館等 と 。）に た 出 は、 の図書館資料の

、 の中央図書館等 管及び管理する るものにつ は、

図書館資料の 管 をする と る。 

  出 は、 の 定により け た図書館資料を、

に 管理者に しなけ ならな 。 

（平23 委 12・ ） 

（図書館資料の整理） 

 管理者は、 管する図書館資料につ 、 合、 及び

実 の を にするため資料 等の により整理しなけ

ならな 。た し、次に るものを 。  

(1) 、 報、 報の   

(2) 次 と めたもの  

  （平23 委 12・平27 委 ・ ）  

( )  

 の を決定した図書館資料( 下 図書 と 。)

の しを けた者は、 額を け 、 図書 理

( )により、 出 に しなけ ならな 。 

 の事務取 に し な事 は、 次 に定める。 

（平23 委 12・平27 委 ・ ） 

( 用等図書館資料の取 )  

 管理者は、図書館事業に 用とな た図書館資料につ

、 用する な と めたと は、図書館システム

用の をし、 用 理 （ 出 書）（ ）によ

り 出 しなけ ならな 。 

 管理者は、 し は により 用 とな た図書館

資料につ 、修理し も 用する と な と めたと は、

図書館システム 用 の をし、 用 理 （ 出

書）により 出 しなけ ならな 。 

 出 は、 の 定により を けた図書館資料の

用する のな ものにつ 、 次 の を けたも

のは 用 とし 整理する と る。  

 図書館資料に る図書館システム の 用及び 用 の に

し な事 は、 次 に定める。 

（平23 委 12・ 、平27 委 ・ ） 

（ 用 の ） 

 出 は、 の 用 の する と

と めるものにつ は、 用 理 （ 出 書）により

次 に の をしなけ ならな 。 の 合にお 、

次 は、 ると めたと は、 に の

をしなけ ならな 。 

  （平23 委 12・ 、平27 委 ・ ） 

（出 の ） 

 図書館システムに た図書館資料につ は、次に

る出 を する と る。 

(1) 中央図書館等の 出 の における 管  

(2) 出 ら 管理者 の  

(3) 管理者 ら 出 の  

（平23 委 12・ 8 下・ ） 

（ 用 ） 

10  図書館資料の出 及び管理につ の に定めるものの

は、 市 の定めると による。 

（平23 委 12・ 9 下） 

     

  の は、 の ら施 する。 

    （平成23年3 委 12 ） 

（施 ） 

 の は、平成 23 年 ら施 する。 

（ ） 

 の の施 の に決 理の に る事 の 理につ

は、なお の による。 

 (平成26年3 委 4 ) 

 の は、平成26年 ら施 する。 

    （平成27年 委 ） 

 の は、平成 27 年 ら施 する。 

 

 の  額 

ム

の図書館資

料等 

単

り 

業 ( 下 と

。) 3 ま の の用 を

用 た  

1 に つ  

10円 

り 

4 ま の の用 を

用 た  

1 に つ  

50円 

3 の の用 を用

た  

1 に つ  

80円 

ム 

単

り 

3 ま の の用 を

用 た  

1 に つ  

10円 




